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	申請者氏名
	
	確認日
	　　　　　年　　月　　日

	高齢者あんしんセンター
	
	居宅介護支援事業所
	

	担当ケアマネジャー氏名
	



以下の項目について、高齢者あんしんセンター又は居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーが確認のうえ、配食サービス利用申請書（新規の場合に限る）に本紙を添付して提出してください。
（原則として、下記の全ての項目にチェック☑のある方が、配食サービスの対象となります）

１ 確認事項
	No
	項　　　目
	確認欄

	1
	本市に住所を有し、居住している６５歳以上の高齢者である。
	□

	2
	介護保険の「事業対象者」又は「要支援」「要介護」の認定を受けている。
（※要介護認定等を新規申請中の場合、認定結果が判明するまでは申請できません。）
	□

	3
	自分で調理をすることができず、日常的に家族等から食事の援助を受けられない。
	□

	4
	自分で外出することができない（徒歩や自転車、電車、バス等で買い物に行くことができない。）。
	□

	5
	アセスメントの結果、「見守り（安否確認）」か「低栄養の予防・改善」いずれかを必要としている。
	□

	6
	ケアプランに位置づけてある。
	□

	7
	配食時に他のサービス（デイサービスやヘルパーなど）の利用がない。
（※見守り目的の場合、他のサービスの利用前後から最低1時間３０分以上空けることが必要です。）
	□

	8
	配食事業者から「手渡し」での受け取りが可能である。
（※配食サービスは、本人に手渡しで見守り（安否確認）を行うものであるため、利用者の都合で、玄関先に弁当を「置き配」するよう事業者に指示することは原則認められません。）
	□

	9
	配食地域や配食曜日・時間などが対応可能であるかどうか、配食事業者に確認済みである。
	□



【見守り目的の場合】
	10
	ほぼ毎日、半日以上一人でいる時間帯がある（日中独居を含む）。
	□

	11
	急変の恐れのある疾患や転倒リスクがあったり、何らかの認知症を有し日常生活に支障が生じていたりするなど見守りが必要な状況である。
（※夫婦で申請する場合には、夫婦ともに見守りが必要な状況であることが条件となります。）
	□



【低栄養の予防・改善目的の場合】（次のいずれかに該当もしくはその可能性がある）
	12
	（ア）６か月間で２～３kgの体重減少、かつBMIが１８.５未満
（イ）体重減少率＝３～６か月間で５％減少
（ウ）血清アルブミン値＝３.０g/dl以下
	□




２　利用申請時の注意事項



■配食サービスは、「見守り」や「低栄養の予防・改善」を目的としていることから、以下の場合、サービ
スの利用申請をすることはできません。
〇「見守り（安否確認）」や「低栄養の予防・改善」の必要性がないにもかかわらず本人や家族が希望している場合
【例】「自分で買うよりも、市の配食を頼んだ方が安いから」
「調理をしたり買い物したりするのは面倒だから」
「家族に食事の準備をしてもらうのは大変だから」など
〇「見守り（安否確認）」の必要がない場合
【例】「徒歩や自転車、車の運転やバスや電車を使って買い物に行くことができている」
「日常的に、家族などに食事の用意をしてもらうことができている」
「配食時に家族が家にいる、他のサービス（デイサービスやヘルパー等）を利用している」など
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